
証券コード 2315 

平成 24年 6月 13日 

株 主 各 位 

東京都品川区東品川四丁目 12番８号 

株式会社     Ｓ     Ｊ     Ｉ 

代表取締役会長兼社長   李        堅 

 

第 23 期定時株主総会招集のご通知一部訂正について 

 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、本日付で株主の皆様宛にご送付致しました「第 23 期定時株主総会招集のご通知」

の一部に誤記がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させて

いただきます。 

敬具 

記 

【訂正箇所】（訂正箇所は＿で表示しております。） 

 

訂正 1. 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本（32頁） 

（訂正前） 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を得たと判断してい

る。 

（訂正後） 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し

ている。 

 

訂正 2. 会計監査人の監査報告書 謄本（43頁） 

（訂正前） 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算

書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国

において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証

を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を

入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は

誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され



る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討

する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表

示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を得たと判断してい

る。 

（訂正後） 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算

書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国

において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する

ことを求めている。 

 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を

入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は

誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい

て選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため

のものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な

監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連

する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用

方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及び

その附属明細書の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し

ている。 

以上 

 


